
 
２ 全体評価 

 実施計画（第２期）に掲載している延べ１３６事業の取組について分析したところ，事業の必要性は「妥当」「概ね妥当」であり，
有効性は「成果があった」「ある程度成果があった」となり，効率性も「効率的」「概ね効率的」との評価となった。今後の方向性と
して，「原発事故対応として継続すべき」事業は１１３事業となり，全体の約８３％となっている。 
 
 ○「原発事故対応として継続すべき」・・・延べ１１３事業（全体の約８３％） 
  空間放射線量率や放射性物質の監視・測定，放射線などに関する正しい知識の普及・啓発，汚染廃棄物や風評被害などへの対応
 ○「通常事業として継続すべき」・・・・・延べ  ８事業（全体の約 ６％） 
  「通常事業として継続すべき」の事業内容は，他の事故対応事業で継続して実施する。 
 ○「終了」・・・・・・・・・・・・延べ １５事業（全体の約１１％） 
  汚染状況重点調査地域への除染作業支援など当初の目的を達成したり，事業における一定効果が実現されたもの。

■【事業・取組の方向性】 
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①【必要性】 

計 妥当 概ね妥当 課題あり 

延べ１３６ 延べ１２５ 延べ １１ 延べ  ０ 

②【有効性】 

計 成果があった ある程度成果があった 成果がなかった 

延べ１３４*2 延べ１１３ 延べ ２１ 延べ  ０ 

③【効率性】 

計 効率的 概ね効率的 課題あり 

延べ１３２*3 延べ ９６ 延べ ３６ 延べ  ０ 

【注意】 

*1：今回，事業評価を行う際，各事業・取組のうち，事業内容が既に他の事故対応事業の中で一部実施されている事業を整理し，既存の事故対応事業で実施することとした事業・

取組を「通常事業として継続すべき」とした。 

*2，*3：【有効性】【効率性】の評価において，非予算的手法の事業・取組及び事業主体が県以外の事業・取組の一部では評価していない場合があり，事業数が「実施計画（第２期）」

に掲載された延べ１３６事業と一致しない。 
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○ 東京電力福島第一原子力発電所事故による被害等に対応するため，県では，「震災以前の安全・安心なみやぎの再生～年間放射線量１ミリシーベルト以下の県土づくり～」を目標に，その達成に向けた総合的な対策
についての基本的視点や個別取組方針を取りまとめた「東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針」を平成２４年１月３１日に策定した。 

○ その後，県が実施する具体的な事業・取組を取りまとめた「東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画」を策定した。なお，原発事故の収束の見通しが不透明なことから，目標の達成期間は平成２３～
２８年度までとし，平成２３～２５年度（３か年）を第１期，平成２６～２８年度（３か年）を第２期をとして，各年度当初予算の状況等を踏まえてながら適時適切に計画を改訂し，事業を行ってきた。 

○ 平成２８年度をもって最終年度を迎える実施計画（第２期）について，これまでの実績などを踏まえ事業評価を行った。 

１ はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各個別取組における評価 

第１ 放射線・放射能の監視・測定  【課題】：一部の農林水産物において出荷制限等が継続されているため，測定計画を適宜見直しながら，今後も放射線・放射能の監視・測定を継続し，その結果を公表する必要がある。

   ○【継続】（延べ４０事業）：「環境放射線水準調査事業（モニタリングポストにおける常時監視）」，「県産農林水産物放射性物質対策事業（うち県産農林水産物放射性物質検査事業）」，「放射性物質検査対策事業」 等

   ○【終了】（延べ ５事業）：「県立都市公園等空間放射線量測定事業」，「県産農林水産物放射性物質対策事業（うち放射性物質影響検証事業）」，「放射線・放射能広報事業（スキー場の雪の放射性物質濃度の測定）」 等

第 ２  健 康 不 安 へ の 配 慮  【課題】：「放射線・放射能に関するセミナー」などの開催により，引き続き原発事故による県民の健康などへの不安を解消する必要がある。 

   ○【継続】（延べ ２事業）：「放射線健康対策事業」，「放射線・放射能広報事業（放射線等に関するセミナー・研修会の開催，出前講座の拡充，広告媒体の活用）」 

第 ３  汚染 ・被害の 拡大防 止  【課題】：今後も，風評被害の払拭や事業継続に向けた金融・経営的支援，出荷制限等となっている一部の農林水産物の生産に関する技術支援の必要がある。 

   ○【継続】（延べ５２事業）：「中小企業経営安定資金等貸付金」，「特用林産物産地再生支援事業（うち特用林産物産地環境整備事業）」，「県産農林水産物等イメージアップ推進事業」，「観光復興緊急対策事業」 等 

   ○【終了】（延べ ４事業）：「農林業震災復旧支援利子負担軽減事業」，「特用林産物放射性物質対策事業（うち汚染ほだ木集積事業）」，「特用林産物放射性物質対策事業（放射性物質影響検証事業）」 等

第 ４  放 射 線 量 低 減 化 対 策  【課題】：引き続き汚染状況重点調査地域の除染作業への支援から除染作業で発生した除去土壌等の処理促進に向けた支援の必要がある。 

   ○【継続】（延べ ４事業）：「除染対策支援事業（除染支援チームの派遣）」，「除染対策支援事業（除染対策連絡調整会議の設置）」，「除染対策支援事業（測定機器の貸与等）」 等 

   ○【終了】（延べ ３事業）：「除染対策支援事業（除染アドバイザーの設置）」，「除染対策支援事業（市町村向け講習会の開催，職員・アドバイザーの派遣）」，「除染対策支援事業（県有施設等の除染事業）」

第 ５  汚染 物・廃棄 物の処 理  【課題】：汚染廃棄物の処理の促進などへの支援が今後も必要である。 

   ○【継続】（延べ ４事業）：「放射性物質汚染廃棄物処理促進事業（廃棄物処理施設等監視指導費）」，「給与自粛牧草等処理円滑化事業」，「企業局における浄水発生土管理事業」 等 

   ○【終了】（延べ ２事業）：「公共下水汚泥適正処理指導事業」，「特用林産物放射性物質対策事業（うち汚染ほだ木撤去集積事業）」

第 ６  損 害 へ の 対 応  【課題】：原発事故による被害者の損害賠償が円滑に進むよう「説明会」を開催するなど支援が引き続き必要である。 

   ○【継続】（延べ ２事業）：「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議運営事業」，「民間事業者等に対する損害賠償請求支援」 

第７ 正しい知識の普及・啓発  【課題】：今後も，放射線・放射能に関する情報や測定結果などを迅速かつ分かりやすく提供し，県民の様々な不安を解消するため，正しい知識を普及・啓発する必要がある。 
   ○【継続】（延べ ９事業）：「放射線・放射能広報事業（放射線等に関するセミナー・研修会の開催，出前講座の実施，広告媒体の活用）」，「子どもたちに対する放射線に関する指導」 等 
   ○【終了】（延べ １事業）：「教職員等を対象とした研修会の開催」 

「東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画（第２期）」事業評価について［概要版］ 
資料２－２ 

○ 実施計画（第２期）掲載事業のうち，約８３％の事業が「原発事故対応として継続すべき」と評価されるなど，今後も取り組むべき様々な課題があることが確認できた。 
○ 原発事故後６年余が経過したが，今後も原発事故対策に全力で取り組んでいく必要があることから，今回の事業評価の結果を適切に反映させるため，実施計画（第２期）の見直しを行い，新たに実施計画（第３期）
を策定することで，より効果的な対策を実施できるようにする。 

４ まとめ 


